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１ 修学支援ガイドブックの目的と使い方 

（１） 目的と使い方 

 このガイドブックは、高専の教育プログラムの特徴、修学支援のための施設・設備や人

的サポートなどの活用、専門的な用語の意味等について解説し、初年次の修学支援に寄与

することを目的としている。 

 このガイドブックは、次のような使い方を例示するが、いろいろ工夫して活用してもら

えると幸いである。 

① 初年次合同ガイダンスでの説明資料としての活用 

② 初年次ホームルームでの説明資料としての活用 

③ 「学生便覧」を読む時の参考資料として活用 

 

 

（２） 学生便覧とのちがい 

 このガイドブックは、「学生便覧」を補完する役割とともに、特に高専での勉強の仕方に

慣れていない初年次学生に対して修学支援のための助言（アドバイス）的役割をするため

のもので、具体的な内容を記述したものではなく、当該内容等については「学生便覧」を

参照するように心がけてもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

２ 高等専門学校の制度について知ろう！！ 

（１） 高等専門学校とは？ 

学校教育法では、高等専門学校（以下「高専」という）は「深く専門の学芸を教授し、

職業に必要な能力を育成すること」を目的とする学校である。 

高専は、後期中等教育段階（高等学校段階）を包含する、５年制（商船に関する学科は

５年６か月）の高等教育機関と位置付けられている。また、高専は、中学校卒業程度を入

学資格とし、所定の修業年限の課程のもと、工学・技術系の専門教育を施すこと（一部に

は文系に近い学科を持つ高専もあるが、現状の多くの高専の学科は工学・技術系分野が中

心である）によって、実践的技術者を養成することを目的にした教育機関である。 

学年進級制を基本に、一般科目と専門科目をくさび形に配置し、１年次より徐々に専門

科目が増えていく教育課程に特徴がある。 

旧文部省・旧国立高等専門学校協会は、高度経済成長期に７年間を要する高校段階から

大学工学部レベルの教育を、重複なく５年間で完成する一貫教育を行う中堅技術者の養成

を標榜し、社会ニーズもあって高専制度が設けられた経緯がある。 

後期中等教育機関である高校の生徒と同年代の学生（１―３年次）が在籍しているが、

高専内部で前期課程、後期課程等と分離せず、高校年齢の学生も含めて、高等教育を受け

ているものと法的にはみなされている。卒業生は「準学士」と称することができる。 

就職希望者に対する求人倍率は常に高校・大学を大きく上回り、就職率はほぼ１００%と

なっている。一方、学生の進学ニーズにも応えるため、すべての高専に２年制の専攻科が

設置されている。専攻科の修了生は、大学評価・学位授与機構の審査に合格することによ

り、「学士」の学位を取得できる。高専内部では、便宜的に、５年制の課程を本科もしくは

準学士課程、専攻科を専攻科もしくは学士課程と称している。本科卒業後は大学編入学、

専攻科修了後は大学院進学の道も開かれている。 

高専における標準的な総授業時間数は、高校と短大を併せた時間数を大幅に上回り、か

つ大学工学部において履修する専門科目の総時間数を若干上回っている。その一方で、一

般教育・教養教育にかかわる科目の授業時間数は、高校と短大を併せた時間数を若干下回

る。高専の教育課程は、他の教育機関と比して、専門科目に厚く、一般科目に薄いのが特

徴である。 

高専は、国・公・私立全体で５７校あり、そのうち公立が３校、私立が３校である。未

設置あるいは既存校の４年制大学への転換により、高専が設置されていないのは埼玉県、

神奈川県、山梨県、滋賀県、佐賀県のみとなる。校名の英語表記は、これまで単科大学や

短期大学に相当する「College」を使用してきたが、高専機構は平成２６年から英語表記を

変更し、高専機構は National Institute of Technology と呼称し、本校は National Institute 

of Technology, Yuge College となった。 
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（２） 学生と生徒の違い 

 高専に在学している者は「学生」といわれている。一般に、「学生」とは高等教育機関（高

専、短大、大学、大学院）や専門（専修）学校に在籍している者の呼称となっている。感

覚的には、年齢の高い就学者に対しての呼称のようなイメージもあるが、高専生は１６歳

年齢でも「学生」と呼び、同年齢比でいえばわずか２％である。残りの９８％が高校生と

して「生徒」といわれていることになり、高専の初年次学生は「学生」といわれる呼称に

違和感を覚えるかも知れない。 

 「生徒」は中等教育機関（中学校、高等学校）の中学生や高校生に対する呼称として用

いられている。また、例えば個人教授の習い事（ピアノや習字など）の場合には、年齢に

かかわらず「生徒」と呼ぶことが多い。伝統的な稽古ごと（華道や茶道、武道など）では

「弟子」という呼称が使われる場合も多い。 

 初等教育機関（小学校）の小学生は「児童」と呼称されることが多いが、児童福祉法に

は以下のように規定されている。 

第四条  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。  

一  乳児 満一歳に満たない者  

二  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者  

三  少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 

 つまり、「児童」とは１８歳未満のものの呼称であるが、中学生や高校生には「生徒」、

高専生や大学生等には「学生」、小学生より小さい子にはそれぞれ「乳児」や「幼児」など

の呼称が一般に用いられているので、小学生を指して「児童」と呼ぶことが一般的になっ

ている。 

 「学生」と「生徒」の違いの本質は一体何か。端的に表現すると、「教えてもらうのが生

徒、自ら学習・研究するのが学生」ということである。 

中等教育機関（中学校、高等学校）で教壇に立つ者は、教員免許を持つ必要があるが、

高等教育機関（高専、短大、大学等）ではその必要はない。 

日本において高等教育とは、狭義には、学校教育法第１条に定められる学校（１条校）

のうち、後期中等教育（高等学校）に続く上位の学校種で実施される教育を意味する。具

体的には、大学・短期大学・高等専門学校で行われる教育である。広義には、国家が国民

に対して保証すべき教育（学校教育）のうち、基礎的教育（初等教育: 小学校など、中等教

育: 中学校・高等学校・中等教育学校など）に続く上位の教育であって、一般教育と専門教

育の双方を充分に行うものを意味する。高等教育を「成人年齢に達した若者世代に対する

学校教育」ということもある。「専修学校の専門課程」（いわゆる専門学校）のうち、大学

に編入学できる課程（修了者に専門士または高度専門士が付与される課程）で行われる教

育も高等教育に分類されることがある。 
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（３） 学年制と単位制 

 学年制とは、各学年での教育課程の修了を繰り返すことによって学習していく方式のこ

とであり、単位制とは、授業科目を単位と呼ばれる学習時間数に区分して修得していく方

式のことである。 

高専は、本科が「学年進級制」、専攻科は「単位制」となっているところが多いが、本科

でも高学年で「単位制」を採用するところも増えている。 

 「学年進級制」は、「学年制」と「単位制」を併用した制度とみることができる。当該学

年に配当されている科目にすべて合格する（単位を修得する）ことが次学年進級要件とな

っている制度をいう。進級できない場合には「原級留置（留年）」となり、同一学年のすべ

ての科目を再履修することになる。 

 「単位制」は、所定の単位数を修得することが卒業（修了）の要件となっている制度で、

基本的に学年という概念は意味がなく、便宜上学年を設けて科目配当は行っているが、「原

級留置（留年）」という概念はなく、必要な単位数が修得できるまで卒業が延びるだけであ

る。「単位制」は「通年単位制」と「セメスター単位制」に分かれる。「通年単位制」は１

年間の授業科目の学習成果によって単位を認定する制度であり、「セメスター単位制」は半

年間の期ごと（前期、後期）の授業科目の学習成果によって単位を認定する制度である。「通

年単位制」は、高等学校で主に採用され、高専も低学年配当科目を中心に「通年単位制」

となっている。「セメスター単位制」は大学や短期大学（含む高専の専攻科）で採用されて

いる。 
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（４） 履修単位と学修単位 

 履修単位は、「３０単位時間（１単位時間は５０分を標準とする）の履修を１単位として

計算する単位」のことをいう。高等専門学校設置基準第１７条第３項で、「各授業科目の単

位数は、三十単位時間（一単位時間は、標準五十分とする）の履修を一単位として計算す

るものとする」と規定されているのが根拠となっており、履修単位のことを「高専単位」

と呼ぶこともある。 

学修単位は、「４５時間（１時間は６０分だが、高専では１単位時間は５０分を標準とし

ているので、学修単位についても１時間は５０分を標準としている）の学修をもって１単

位として計算する単位」のことをいう。学修単位は、平成１７年中央教育審議会の答申を

受けた高等専門学校設置基準改正で、高専には平成１８年度から導入された。 

高等専門学校設置基準には、学修単位について、以下のように規定されている。 

第１７条第４項 

「前項の規定にかかわらず、高等専門学校が定める授業科目については、一単位の授業科目を四十五時

間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教

育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算することができる。  

一  講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で高等専門学校が定める時間の授

業をもつて一単位とする。  

二  実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で高等専門学校が定める

時間の授業をもつて一単位とする。  

三  一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行

う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して高等専門学校が定

める時間の授業をもつて一単位とする。」 

第１７条第５項  

「前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計数は、六十単位を超えないものとす

る。」 

第１７条第６項  

「前三項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評

価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、

単位数を定めることができる。」 

学修単位は、法令上大学設置基準に定める単位と全く同じものであるので、学修単位の 

ことを「大学単位」と呼ぶこともある。 

 履修単位の「履修」とは、授業に参加して学習する意味であり、学修単位の「学修」と

は、授業に参加して学習するだけでなく、自学自習（予習、復習）の時間も含んだ概念で

ある。また、大学単位と全く同じ内容である学修単位のことを、あえて学修単位といって

表現を区別しているのは、高専に適用される単位であることや授業科目の単位数に６０単

位までと制約が設けられていること、あるいは高専では４年次以上の高学年科目へ導入さ
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れることがほとんどであることなど、必ずしも大学と同じ適用となっていないので、用語

を区別しているものと推測できる。 

 高専本科のシラバスを見ると、学修単位科目については、１単位科目について、５０分

×１５回の授業の他に、３０時間の自学自習を含むことが明記されている。 

 学修単位でいう「４５時間の学修」は、講義科目を例に取れば、５０分の授業を１５回

と、自学自習３０時間を持って４５時間の学修を確保しているという計算になるので、学

修単位科目については、１時間相当の授業を受け、さらにその倍に相当する２時間の予習

もしくは復習に相当する自学自習の時間を積み重ねる必要がある。そのため、学修単位科

目は、毎回相当時間の自学自習を必要とする課題、レポート等の提出を求められ、それら

を総合的に評価して単位認定がなされている。 

 高専専攻科の授業はすべて学修単位となっているので、想像以上に自学自習が要求され

ていることがわかる。 
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（５） 定期試験について 

 高専は１年間の学期の区切りを２期（前期と後期）に分けている。半期ごとに単位を認

定するという意味での「セメスター単位制」とは違うが、高専ではこのような学期の区切

り方をとらえて「セメスター制」といっている場合が多い。 

「定期試験」は、各期の終わり頃に実施される期末試験のことを意味しているが、各期

の中間頃に実施される中間試験も含めた意味で定期的に実施される試験という意味で用い

る場合もある。規則上の意味づけは前者である。定期的な試験としては、通年の授業では

４回の試験（前期中間試験、前期期末試験（前期定期試験）、後期中間試験、後期期末試験

（後期定期試験））が実施される。本科の授業科目の一部には半期で修了するものもある。

このような科目は前期もしくは後期の中間試験と期末試験（定期試験）の２回しかない。

中間試験については、試験を実施しない場合もある。 

本校では、「セメスター制」に移行（前期、後期の２期制に変更はないが、夏休み時期を

８月１０日前後から９月末頃までとした大学方式に合わせるための移行）した平成２５年

度から試験期間を５日間としている。試験は１時間目を自習時間として２時間目から行う

ようにしているが、午前中の時間内で納まらない場合には午後からの試験時間も設けてい

る。 

試験時間割の発表がなされる試験開始日の１０日前から（試験発表期間中）は、試験勉

強に集中させるため、やむを得ない理由等がない限り、原則として課外活動（部活動）を

中止させている。 

成績は、期末試験（定期試験）の成績及び中間試験の成績ばかりでなく、平素の成績や

学習態度、出席の状況等を総合して１００点法で評価される。各科目の成績の評価方法に

ついてはシラバスに記載されているので参照されたい。 

「弓削商船高等専門学校学業成績の評価並びに進級・特別進級及び卒業の認定に関する

規則（いわゆる進級規則）」（内容は「学生便覧」を参照）に規定されている試験の種類は

以下のとおり。 

① 定期試験・・・各学期末ごとに１回実施される試験（前期期末試験、後期期末試 

験のこと） 

② 中間試験・・・科目担当教員が必要と認めた科目について、各学期の中間におい  

て実施することができる試験（前期中間試験、後期中間試験のこ  

と） 

③ 席上課程修了試験 

       商船学科５年生の学年末に実施する試験（この後、商船学科の学 

生は大型練習船実習の後期実習（６ヶ月）に参加して卒業を迎え 

るため、座学最後の試験となる） 

④ 追試験 ・・・次の各号に掲げる事由により，定期試験又は中間試験を受けるこ 

とができなかった学生は、当該未受験科目に限り１回受けること 
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ができる試験 

1) 傷病（医師の診断書を提出した場合に限る。） 

2) 忌引 

3) 災害、交通機関の運航休止等（その事実が確認された場合に 

限る） 

4) 出席停止 

5) その他校長がやむを得ないと認める相当の事由がある場合 

⑤ 再試験 ・・・各学年成績において、合格の科目数が当該学年の修得すべき最小科 

目数の２／３以上の場合に該当する学生が、不合格科目について受 

けることができる試験 

⑥ 特別試験・・・５年生に限り、再試験において不合格の科目がある学生のみが、 

特別に受けることができる試験 

⑦ 追認試験・・・特別進級（所定数以下の再試験不合格科目を持ったまま次学年に 

進級すること）した学生が、夏季休業までに３回まで受けること 

ができる試験 
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（６） 履修(出欠)と修得(学年成績) 

 履修とは、授業に出席して学習することをいい、授業科目の単位の履修は、欠課時数が

当該授業科目（特別活動を含む）の単位時間数の３分の１以内の場合に認められる。１単

位科目の場合、３０回の授業の中で１０回の欠課時数までは当該科目の履修認定可能であ

るが、１１回の欠課時数になると履修不足となる。２単位科目の場合、６０回の授業の中

で２０回の欠課時数までは認定可能であるが、２１回の欠課時数となると履修不足となる。 

また、欠席日数及び欠課時数の換算は次のとおりである。 

(ア) 欠課時数は、７単位時間をもって欠席１日とする。 

(イ) 遅刻又は早退は、３回をもって欠課１単位時間とする。 

 修得とは、授業科目の単位が認定されたという意味で用いられており、授業科目の単位

認定の要件は以下のとおりである。 

① 履修が認められること 

② 当該授業科目の学年成績が合格(６０点以上)であること 
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（７） 進級の基準 

「進級」とは、当該学年の課程を修了して、次の学年に進むことをいう。 

当該学年の課程の修了ができなかった場合には、「原級留置(留年)」となり、再び当該学

年の全科目について履修しなければならない(再履修)。 

本校では、当該学年の課程を修了して「進級」するのを原則としながらも、極少数の科

目が合格できないために、留年してあらためて全科目を再履修しなければならないことに

ついて、その弊害を多面的に検討し、セーフティネットとして「特別進級」の制度を設け

ている。 

「進級」の基準については、「学生便覧」に掲載されている「弓削商船高等専門学校学業

成績の評価並びに進級・特別進級及び卒業の認定に関する規則」による。 

「進級」の認定は、次の要件を満たした学生について行う。 

① １年間の出席日数が、出席すべき日数（授業（特別活動、講演等を含む。）、学校

行事、特別日課等の合計とし、出席停止及び忌引は含まない。）の３分の２以上で

あること 

② 当該学年において以下に示す所定の進級単位数を修得していること 

１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 合計
商船学科 24 23 17 5 7 76
電子機械工学科 24 23 17 7 6 77
情報工学科 24 23 17 7 6 77

各学科共通
芸術は
２単位
選択

2

商船学科 7 10 16 11 27 71
電子機械工学科 6 9 15 21 22 73
情報工学科 6 9 15 26 15 71
商船学科 0 0 0 0 1 1
電子機械工学科 0 0 0 ２以上 ９以上 １５以上
情報工学科 １７以上

選択科目

専門科目

１７以上

授　業　科　目

所　定　の　進　級　単　位　数

(数字は単位数)

一般科目 必修科目

必修科目

 

③ 全学年の未修得科目がないこと 

④ 特別活動を履修していること 

 「特別進級」の認定は、次の要件を満たした学生について行う。 

① その学年で必要な全科目を履修していること 

② 特別活動を履修していること 

③ 当該学年において以下に示す科目を修得していること 
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学年
１年
２年
３年
１年
２年
３年
４年
１年
２年
３年
４年

情報工学実験３［３単位］

科　　　　目　　　　名
該当科目なし

実験実習１［２単位］
実験実習２［２単位］
工作実習１［２単位］

情報工学実験４［３単位］

商船学科

電子機械工学科

情報工学科

特別進級に伴い修得しなければならない科目

工作実習２［２単位］
工作実習３［２単位］
工学実験１［３単位］

情報工学実験１［３単位］
情報工学実験２［３単位］

 

④ １年間の出席日数が，出席すべき日数の３分の２以上であること 

⑤ 当該学年の未修得科目数及び未修得単位数が以下に示す数以下であること 

学科 区分 １学年 ２学年 ３学年 ４学年

未修得科目数 3 3 3 3

未修得単位数 7 7 7 7

電子機械工学科 未修得科目数 3 3 3 4

情報工学科 未修得単位数 7 7 7 7

商船学科

特別進級認定のための未修得科目数の上限

 

⑥ 前学年の未修得科目がないこと 

 「特別進級」は、次学年に進級できる点では「進級」と何らかわるものではない。ただ

し、次学年の夏季休業までに３回に限って実施される「追認試験」に合格しなければ、進

級した学年で原級留置（留年）となる。 
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（８） 原級留置(留年) 

 「原級留置(留年)」(以下、留年という)は、「進級」もしくは「特別進級」の認定がされ

なかった学生が該当する。 

留年した学生は、当該学年の全科目を再履修しなければならない。 

留年の形態は以下のとおりである。 

① 出席不良による留年 

欠課時数が当該授業科目（特別活動を含む。）の単位時間数の３分の１を超え 

た場合は「履修」が認められないので、科目数に関係なく留年となる 

② 成績不良による留年 

1)ストレート留年 

     ⅰ)学年成績において合格の科目数が当該学年の修得すべき最少科目数の２／ 

      ３未満の場合は、「再試験」の受験ができないので留年となる。 

     ⅱ)以下に示す再試験を行わない科目が学年成績で不合格の場合にも「再試験」 

が受験できないので留年となる。 

学科 学年

１年 体育(２単位) 該当科目なし

２年 体育(３単位) 実験実習１(２単位)

３年 体育(２単位) 実験実習２(２単位)

４年(航海コース) 体育（１単位） 該当科目なし

４年(機関コース) 体育(１単位) 該当科目なし

１年 体育(２単位) 工作実習１(２単位)

２年 体育(３単位) 工作実習２(２単位)

３年 体育(２単位) 工作実習３(２単位)

４年 体育（１単位） 工学実験１(３単位)

１年 体育(２単位) 情報工学実験１(３単位)

２年 体育(３単位) 情報工学実験２(３単位)

３年 体育(２単位) 情報工学実験３(３単位)

４年 体育（１単位） 情報工学実験４(３単位)

科目名

商船学科

電子機械工学科

情報工学科

再試験を行わない科目

 

    2)再試験不合格による留年 

     再試験不合格科目数もしくは単位数が、特別進級認定要件となる科目数を超え 

てしまった場合には、特別進級できないので留年となる。 

 出席不良や成績不良により、進級認定会議で進級が認められなかった学生は留年となる

が、留年は２回続けてできない。この場合は「除籍」となる。 

 本校では、前期中間試験、前期期末試験、後期中間試験の成績通知時に、欠課時数や欠

点科目数が所定の基準以上の学生について成績通知とともに保護者に「出席不良通知」も

しくは「成績不良通知」、あるいはその両方を同封して送るようにしている。 
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３ 弓削商船高専での学びについて知ろう！！ 

（１） 校訓、教育方針、教育目標 

 弓削商船高専の「校訓」は以下のとおりである。 

  「みなぎる気力と、たゆまぬ努力で、めざそう、悔いなき学生生活」 

『新版 現代学校教育大事典』によれば、「校訓」には以下のような４つの特徴があると

される。 

① 学校関係者が教育に向かう意識を一方向に向け、統一を図る 

② 端的な表現で児童・生徒への浸透を図る 

③ 学校の核として長期間生かされる 

④ 学校から学級へ下ろされる性質を持つため、浸透性が弱い 

学校教育法には、高等専門学校の目的として、「深く専門の学芸を教授し、職業に必要な

能力を育成すること」が規定されている。これを受けて、本校でも具体的に学校として養

成すべき人材像を教育方針として以下のとおり定めている。 

１）「自然科学および専門技術の基礎力を身につけ，高度化かつ多様化してゆく科学技術

に柔軟に対応できる人材の育成」 

２）「身の回りの諸現象，特に海をとりまく自然・文化・歴史に好奇心を抱き，多角的に

考えたり調べたりできる，独創力のある人材の育成」 

３）「日本および世界の文化や社会に関心をもち，国際的視野でものがみられ，しかも人

間として，技術者として高い倫理観をもった人材の育成」 

 教育方針とは、教育によって目指す方向、教育することで育成していく人材の方向性の

意味である。 

 また、各学科では、本校の教育方針に従って、以下の教育目標を定めている。 

○教養教育 

  「幅広い視野に立った総合的な判断能力，斬新な創造力を備えた実践的技術者育成の

ための基礎的能力の涵養と教養の育成」 

○商船学科 

  「船員教育を基盤にした海事総合科学を身につけた技術者の育成」 

○電子機械工学科 

  「ものづくりのできる実践的な技術者－計画・設計から生産・保守運用までできる技

術者－の育成」 

○情報工学科 

  「情報リテラシー，情報工学の知識に加え，問題分析，解決能力を備えたシステム技

術者の育成」 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

（２） 一般科目と専門科目（くさび形教育含む） 

 高専の教育の大きな特徴の一つに、「くさび形教育」が挙げられる。 

「くさび形教育」とは、入学後の早い段階から一般教育とともに専門教育を取り入れ、

専門教育のウエイトを学年の進行とともに高めていくカリキュラム構成や教育方法のこと

をいう。 

高専は、その６０％以上の学生が高専を卒業して就職するような傾向にあるため、早期

から職業意識や実践的教育として実習、実験、演習、インターンシップ(職業体験学習)な

ど講義以外の授業方式も多く取り入れている。 

「くさび形教育」も上記のような職業教育の中の工夫の一つといえる。 

本校の一般科目は、現代社会に通用する技術者育成の基盤として幅広い基礎・教養科目

の教育を担っており、人文社会、自然科学、語学、保健体育、芸術など多岐にわたる分野

の授業を通して、柔軟な思考力や、高い倫理観、国際性、未来に目を向けた創造力などを

養っていくことを目的としている。専門科目との関連から、５年間一貫教育のなかで、く

さび型にカリキュラムが編成されており、学習内容は、基礎学力の定着から専門分野に対

応できる応用力・実践力養成へと段階的に組まれている。 

本校の一般科目と専門科目の学年配当単位数は以下のとおり。 

 

１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 合計
商船学科 26 23 17 5 7 76
電子機械工学科 26 23 17 7 6 77
情報工学科 26 23 17 7 6 77
商船学科 7 10 16 11 27 71
電子機械工学科 6 9 15 21 22 73
情報工学科 6 9 15 26 15 71
商船学科 0 0 0 0 1 1
電子機械工学科 0 0 0 6 13 １５以上
情報工学科 1 2 1 2 19 １７以上

※電子機械工学科は、４年次において２単位以上、選択科目を修得すること。

選択科目

専門科目

授　業　科　目

一般科目と専門科目の学年配当単位数(くさび形教育）
(数字は単位数)

一般科目 必修科目

必修科目
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（３） 弓削丸実習 

 本校には、校内練習船「弓削丸(２４０トン)」がある。 

 校内練習船「弓削丸」は、商船学科の教育設備としての位置づけであるが、すべての学

科で授業に活用している。 

 商船学科では、校内練習船実習(集中講義形式)の単位が各学年に１単位ずつ、合計５単位

配当されている。その他に、実験実習１(２年生)、実験実習２(３年生)や航海学実験(４年航

海コース)、工学実験(４年機関コース)等の授業の中でも活用されている。従って、１年生

から５年生まで各学年で１回以上の弓削丸実習が行われている。 

 電子機械工学科では、１年生の工作実習１、３年生の工作実習３の一つのテーマとして、

弓削丸実習が取り入れられている。また、５年生の選択科目である特別講義４でも弓削丸

実習が選択できるようになっている。 

 情報工学科では、選択科目ではあるが、２年生の海事工学演習１、４年生の海事工学演

習２で弓削丸実習が取り入れられている。 

 本校の弓削丸を活用した授業・実習等を以下に示す。 

 

科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数

校内練習船実習 1 校内練習船実習 1 校内練習船実習 1 校内練習船実習 1 校内練習船実習 1

航海学実験（N) 3

工学実験（E) 3

電子機械工学科 工作実習１ 2 工作実習３ 2 特別講義４ 1

情報工学科 海事工学演習１ 1 海事工学演習２ 1

商船学科

弓削丸を活用した授業・実習等

実験実習１ 2 実験実習２ 2

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
学科名
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（４） 授業外の学習時間（初年次教育の時間、補講の時間） 

 平成２２年度から適用されているカリキュラムでは、１年生の毎週月曜日及び金曜日の

７時間目に「初年次教育」の時間が配置されている。２年生以上では「補講」と表示され

ている。 

 当該時間は、必修や選択等の科目単位を取得するための授業時間としての位置づけとは

なっていない。「特別活動（ＬＨＲ）」は、１年生から３年生まで１単位時間配当され、履

修が義務づけられているが、上記の時間については履修義務があるわけではない。 

 「初年次教育」の時間が設けられるのと併せて、平成２３年度には初年次教育の充実を

図る目的で、「初年次教育支援室」が組織として設置された。初年次教育支援室長、初年次

教育支援副室長、３名の初年次教育支援員（１年生の副担任に相当する）、数学担当教員、

英語担当教員、１年生の各クラスの担任教員が構成員となっている。 

 「初年次教育支援室」は以下の業務を行っている。 

（1）初年次教育支援の実施及び学習相談に関する事項 

（2）入学予定者の準備学習の実施に関する事項 

（3）初年次教育支援の企画・開発に関する事項 

（4）その他初年次教育の推進に関する事項 

 初年次学生、特に１年生は中学校から高専という、中学校とは異なる教育環境に戸惑う

ことが多い。高専という教育環境に早くなじめるようにすることや、教科の中でも特に学

習につまずくことが多い「数学」や「英語」の学習についての支援、合同ガイダンス、あ

るいは各学科のキャリア導入学習（職業教育導入学習）、修学上の悩み相談等に対応するた

めに、「初年次教育」という時間を週２時間設けている。 

 ２年生以上では「補講」という時間となっている。これは、純粋に教科の補講を行った

り、資格試験の補講を行ったり、柔軟に対応できる時間としての活用を行っている。 

 平成２４年度の初年次教育支援項目と実施日等を参考までに以下に示す。 

実施日 項目 担当 内容
（３月） 入学準備（春季課題学習） 英、数、国教員 英数国の教員に問題作成を依頼、配布

5/11 初年次教育支援室第1回打ち合わせ会 初年次教育支援室員 今年度の活動方針と年間計画

4/11, 4/12 新入生オリエンテーション 初年次教育支援室員 学生主事と協力支援
4/13, 4/16 英数国３教科校内学力試験 初年次教育支援室英語数学担当教

員
結果を分析、学級担任にフィードバック

5/10 合同ホームルーム（高専生活について、学習方法、
悩みの相談等）

初年次教育支援室員 教務主事、学生主事、カウンセラー講話

5/18, 5/21,
5/25, 5/28,
6/1, 6/4

前期中間試験前補習（月、金７限） 英語、数学担当教員 英語、数学の補習

9/20 学外講師による講演会 新中央工業　関　俊治氏 働くことの意義について
11/8 学外講師による講演会 愛媛県赤十字センター所長　松坂

俊光先生
命の大切さとタバコの害について

９/7, 9/10,
9/14, 9/24

前期期末試験前補習（月、金７限） 英語、数学担当教員、専攻科学生
チューター

英語、数学の補習

10/3 学級担任、学生主事補との連絡会 初年次教育支援室員、学生主事・
主事補

学生支援上の問題点について意見交換

11/4 芸術授業発表会（商船祭） 芸術科目教員、初年次教育支援室
員

芸術科目講師の発表会支援（準備／当日／片付け）

11/16,
11/19,
11/26, 11/30

後期中間試験前補習（月、金７限） 英語、数学担当教員、専攻科学生
チューター

英語、数学の補習

1/17 専攻科生講演 専攻科生 海上輸送1名、生産システム2名による講演と質疑応答
2/4, 2/8,
2/15, 2/18

後期期末試験前補習（月、金７限） 英語、数学担当教員、専攻科学生
チューター

英語、数学の補習

2/19 音楽授業選択者年度末おさらい会 音楽教員、初年次教育支援室長、
副室長

芸術科目講師の発表会支援

？ 校歌練習 音楽講師に依頼（学級担任、支援教員）

平成２４年度初年次教育支援項目表
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（５） クラブ活動の薦め 

 １年生には運動部への加入を薦めている。もちろん文化部もあるが、基本的には掛け持

ちとなってもできる限り運動部で頑張ってもらいたい。 

 近年、メンタル的に弱い学生が増加傾向にあり、「怒られる」、「辛いことをする」、「人間

関係がうまく形成できない」などで必要以上にストレスを感じ、「引き籠もり」や「保健室

登校」、あるいは「ストレス性うつ病」などの病気の原因となることがある。就職しても、

短期で職を辞めてしまう、長続きしないといった悪循環につながってしまう。 

 勉強をしようとすると、知力ばかりでなく、気力、体力も当然必要となってくる。 

 クラブ活動をする主な利点として、以下のことを挙げることができる。 

① 気力、体力をつけることができる 

② 先輩・後輩の上下関係になれる 

③ やり遂げることで責任感の養成となる 

④ 根気力、忍耐力がつく 

⑤ 集団の中で協調性が養われる 

⑥ 集中力が身につく 

⑦ 就職時の自己ＰＲとなる など 

逆に、主な欠点として、以下のことを挙げることができる。 

① 勉強時間や遊び時間が制約される 

② 人間関係で疲れる（イジメなどの原因となる）場合がある 

 マイナス面（欠点）もあるが、それにも増して利点の方が多いので、積極的にクラブ活

動をするように期待したい。 

 就職でもクラブ活動をしている学生に対する評価は高い傾向にある。明るく、たくまし

く、精神的にも強い学生にぜひ成長してもらいたい。 
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（６） 懲戒について 

 「学生便覧」の「学生心得」には、学生が守るべきマナーや校則等が記載されている。

当然、マナー違反や校則違反については、改善を求めて教育的な指導・注意がなされる 

ことになる。 

 本校では、校則違反行為等、特に現場での注意・指導だけでは不十分な場合には、当該 

教員から「指導連絡票」が関係窓口（学生支援係、学生主事等）に提出される。 

 「指導連絡票」に記載されている指導事項を例示すると以下のとおりである。 

① 喫煙、タバコ所持、飲酒 

② 授業中の携帯電話の使用 

③ 自転車二人乗り 

④ 暴力行為 

⑤ 頭髪、制服、ピアスなど身だしなみ違反 

⑥ その他 

 「指導連絡票」により、違反行為が報告されると、軽微な違反行為の場合には事務的な

対応等ですむ場合もある。審議が必要な場合には、「厚生補導委員会」で審議し、程度に応

じて、主事訓戒、校長訓戒、家庭謹慎（出席停止）、退学勧告など様々な懲戒処分がなされ

る。 

 処分については、もちろん保護者召喚（日時など指定して学校に保護者を呼ぶこと）の

上で言い渡しが行われることになる。 

 校則違反以外に、法律違反を行えば、当然、刑事上、民事上、行政上の社会的制裁や責

任も負担しなければならないことは言うまでもないことである。 

 学生時代はいろいろ失敗もするが、同じ失敗は繰り返さないことが学習効果として期待

されることを肝に銘じておきたい。 
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４ 学習方法について知ろう！！ 

（１） 授業の受け方 

 一般的にいえば、興味津々で授業を聞くことができれば、まず「居眠り」をすることは

ない。興味が薄れてくると「居眠り」、「手遊び」、「私語」などするようになる。 

 授業の受け方として、一番大切なのはモチベーション（Motivation：動機づけ、意欲）

である。何のために勉強しているのかを見極め、自分の価値を高め、磨くことに意欲を示

して欲しい。 

 知識を増やしていくことは重要である。しかし、自分の学習能力を高める方がもっと重

要である。社会に出てからも勉強は続く（むしろ社会に出てからの方が勉強しなければな

らない）が、そこでは知識の多寡より学習能力が大事となる。高等教育では「勉強の方法、

仕方」をしっかり勉強すべきである。 

 授業を受ける場合に心がけるべき事項は以下のとおり。 

① 学習意欲：時間内に理解しよう、絶対に覚えよう（学ぼう）とする強い気持ち 

② 学習態度：適度に緊張したからだの構え。どのようなスポーツにも基本姿勢があるの   

と同じ 

③ 学習行為：考える習慣。ノートの取り方。復習や反復の徹底 

④ 学習道具：教科書、その他の参考資料、ノート等忘れ物をしない 

 次に、ノートの取り方は大切である。ノートの目的は「記憶喚起」にある。板書された

ことを単に書き写すだけであれば、それは学修行為というより単なる作業である。第一優

先順位は授業であり、まず授業を聞いて理解することが最優先である。板書の書き写しは、

教員が講義を止めたときか、教員の講義を聞きながら、手だけを動かしてノートに要点を

メモする程度で十分である。むしろ、板書されない講義の重要部分をメモすることなどが

できるようになれば、「ノートの達人」となる。 

 また、理工系の教科では、復習として「演習問題を解くこと」が大切である。授業を理

解したかどうかの確認ができ、誤った理解や理解不足であれば、演習問題の解答は正しく

導けない。「演習問題を解くこと」は、学修、理解したことに誤りがないかどうかの確認作

業として非常に重要である。 

 授業を受けることと独学との主な違いは以下のとおり。 

① 重要な部分、大切な部分がわかる 

② 質問をすることができる 

③ 間違った思い込みや独りよがりを排除できる 

 高専の１単位時間は標準５０分である。時間内で理解することに心がけ、不明部分は積

極的に質問（授業中ばかりでなく、授業の後でも個別に質問することは可能である）し、

後回しにしないように心がけることも大切である。 
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（２） 授業を休む場合 

 授業を休む場合、「ホウ（報告）・レン（連絡）・ソウ（相談）」は大切な心構えである。

事前にわかっているのであれば、担任に「ホウ・レン・ソウ」し、教務係に「欠席・欠課・

遅刻・早退届」を提出する。病気の場合には、診断書を併せて提出する。 

 当日、急に欠席、欠課等をしなければならない事由が生じた場合には、担任もしくは教

務係に電話等で連絡をする。どうしても連絡ができない場合には、事後に速やかに報告を

する。その場合にも、教務係に「欠席・欠課・遅刻・早退届」を提出する。 

 「無断」での欠席、欠課等は、科目によっては平常点等に大きく影響する場合もある。

体育や実験実習等の実技・実習系科目の場合には、補講等の措置を行ってくれない場合も

あるので、「ホウ・レン・ソウ」は、常に頭に置いて、常識的な対応をするように心掛けた

いものである。 

 病気やケガ等で３ヶ月以上休まなければならない場合には、「休学願」を提出して校長の

許可を得られれば、休学することができる。 

 欠席、欠課は、「履修」（授業に出席すること）と大いに関係があり、１単位科目であれ

ば、１１欠課すると「履修」不足となり進級することはできなくなる。 
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（３） シラバスの活用方法 

 シラバス（Syllabus）は、授業科目の大まかな学習計画のことである。学生、保護者等

に授業科目の内容や学習計画を周知させる目的で作成されている。 

 シラバスには、授業科目名、担当教員、学年、学科、分野、授業形態、単位数、履修区

分、授業期間、学習到達目標及び評価、学校教育目標、学科及びコース教育目標、教科書

等、達成度評価、学習上の留意点・関連科目・学習上の助言、授業内容などが記載されて

おり、およそ学生が当該授業科目の授業を受け単位を取得するのに必要な情報が盛り込ま

れている。 

シラバスを作成する利点として以下のことが挙げられる。 

① 学習の流れを学生が理解し、円滑に授業を受けられる 

② 指導者にとっても、学生に対して円滑に指導を進められる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

（４） オフィス・アワーの活用方法 

オフィス・アワー（Office hours）とは、学生からの質問や相談に応じるために、教員

が必ず研究室にいる時間帯、あるいはそうした時間を定期的に設ける制度のことである。 

基本的には、アポイント（予約）を入れるなど確認し、研究室で個別に対応可能である。 

本校では、別に「基礎学力向上のための勉学支援」のため、毎年教員が分担しながらオ

フィス・アワーを設け、学生に案内している。平成２６年度の例を以下に示す。 

 

平成２６年度 
 

基礎学力向上のための勉学支援 
（担当教員割振り表） 

 

  月 火 水 木 金 

昼 
向瀬 瀬濤 猪川 二村 藤井 

12:30-13:00 

夕 
浜中 

藤本 

塚本 

長尾 

久保 

   なし            

（大掃除） 
野口 

16:10-16:40 

 

 

 事前連絡は、いりません。直接、各先生の研究室を訪ねてください。 

 細かい内容や時間の変更については、直接その時間の担当の先生と話してください。 

 出張・会議などにより、不在の場合もあります。 
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（５） 図書館の活用方法 

 インターネットの普及により、図書館に足を向ける学生が少なくなっているといわれて

いるが、ある意味ではもったいない。本当に図書館をうまく活用できれば、インターネッ

トの世界とは違った意味で、知の世界を広げ、趣味を豊かにし、社会に出ても地域の図書

館を最大限に活用できる「図書館の達人」になるのも夢ではない。 

 図書館の主な特徴を以下に挙げる。 

① ブラウジング機能 

図書館に行って、本棚を閲覧し、ながめ、気に入った本、興味を持った本を手に取り、

パラパラとページをめくり、目次等をながめるだけでも意味がある。「おもしろそう

だ」「つまらない」等の感想を持つことができる。また、すぐとなりに並んでいる本

が、実は自分が本当に探していた本ということもあるかも知れない。インターネット

で検索エンジンを使えば、言葉の意味などピンポイントで情報を得ることができるが、

既に知っている「キーワード」に関する情報しか得られない。その点、図書館でブラ

ウジングするメリットは、「全く知らない本にも出会える」ことである。パラパラと

本を流し読みして、ふと心に残った言葉こそ、本があなたに語りかけてくれている言

葉である。そんな本が見つかれば、そのときはじめて腰を落ち着けて読んでみるのも

良いのではないだろうか。 

② レファレンスサービス機能 

図書館には図書館のエキスパートである「司書」資格を持つ担当者がいる。調べ物や

捜し物があれば、「相談サービス」など利用し、担当窓口に聴いてみることも可能で

ある。参考になる書籍や、ネットでの情報まで多角的に紹介してくれる。学術的なこ

とでも対応可能である。 

③ 新聞・雑誌閲覧機能 

当日の新聞や最新の雑誌などが何種類もあり、見比べ、読み比べ、時間つぶしなど、

いろいろな楽しみ方ができる。また、図書館が魅力的なのは、新聞や雑誌等のバック

ナンバーが揃っているところでもある。マンガなどを置いてあるところもあるので、

いろいろ探して見るのも良い。 

④ 電子メディア視聴機能 

ビデオ、ＤＶＤ、ＣＤ等の電子メディアを視聴して楽しむこともできる。 

⑤ パソコン検索機能 

図書館にも最新機種ではないがパソコンが置いてあるので、それを利用して図書検索

することもできる。 

⑥ イベント参加機能 

定期的な「読書会」や「ブックハンティング」などのイベントが催される場合もある

ので、担当窓口でイベント等の計画、予定等について聞いてみることもできる。 

 本校図書館は一般教養図書、専門図書、参考図書（辞書・事典・年鑑等）など約７７０
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００冊を所蔵している。そのほか新聞８種類、各種資格試験問題集、英語多読用図書、小

説、新書、ＤＶＤ、寄贈雑誌、購入雑誌４３種類などがある。図書館所蔵資料は著作権法

で許される範囲において、有料で複写することができる。 

開館時間 平日：８時３０分～１８時 

      土日：１０時～１６時 

※夏季休業等休業期間中、平日は１７時まで、土日は休館  

休館日  

長期休業期間中の土日曜日 

国民の祝日 

１２月２９日～１月３日 

その他臨時に休館が必要な場合 

※併設の史料館の開閉館は図書館に準じる 

貸出冊数 １人１０冊 

貸出期限 ２週間以内 

年１回「図書館だより」発行 
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（６） レポートの書き方 

 高専では、レポートの提出を求められることが多い。学修単位となっている科目や実験

実習など実習系科目では、毎回課題や行った実験や実習の内容を整理し、考察、感想等を

書き加えたレポートの提出が求められる。 

 レポートを書く場合の主な留意点を以下に挙げる。 

① 読み手を意識して書くこと 

他人に読んでもらうことが前提であるので、読みやすいレポートの作成に心掛け、手

書き文字の場合には「丁寧に」書くこと。 

② 指導教員の指導に従うこと 

表紙をつける場合に表紙の書式、レポート用紙のサイズ、複数枚ある場合のホッチキ

スの綴じ方など、具体的に指導教員の指導、指示がある場合にはそれを優先し、特に

ない場合には一般的なレポートの書き方等の常識に従うこと。 

③ 盗作はしないこと 

他人の書いたものを、あたかも自分が書いたもののようにすることはある意味では

「犯罪」となります。 

※盗作の例 

   a:論文・本・新聞等をそのまま写す 

   b:インターネット上の情報を、そのままコピー＆ペーストする 

   c:他人（友人・先輩）の書いたレポートをそのまま写す 

   d:他人の文章等を末尾などを一部変えるだけで、自分が書いたように見せかけ 

   る 

※自らのレポートの中で、論文・雑誌・新聞等を引用する場合は以下の点に留意

すること。 

a:引用箇所を明確に示すこと 

b:出典を明示すること 

④ 語尾を統一すること 

「である」調、「です・ます」調など、語尾の統一に注意すること。 

⑤ 主語と述語を対応させること 

文章の基本、文法の基本であるが、いざ書いてみると、主語が抜けている場合が多い

ことに気づくはずである。 

 ⑥ 文章の作法のこと 

   長い文章は読みにくいので、適当に句読点をつける、段落をいれるなど工夫が必要で 

ある。一つの文章の長さの目安は、３行を超えないことである。 
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（７） 資格試験 

 とにかく、「資格」試験に積極的にチャレンジして欲しい。 

 各学科で推奨される資格試験や各学年でチャレンジして欲しい検定試験等、それぞれ資

格担当窓口教員などが案内されるので、当該資格試験等の詳細については当該窓口教員に

問い合わせて欲しい。 

 就職試験を受ける時、自分の作成する履歴書の資格欄に何も書けないのは寂しい気がす

る。 

 試験には、いろいろなものがあるが、大別すると以下に分類できる。 

① 国家試験等の資格試験 

国家試験等の資格試験は、合格者に免許という形で、特定の資格が与えられること

に特徴がある。免許は、一般にその行為等が禁止されている事項について、特定の知

識、技能等があると判断され、免許が付与されたものについては、当該禁止行為等が

法律で許可される。また、判定は「合格」か「不合格」のいずれかで、閾値（基準点

あるいは合格最低点）を超えた者は全員合格、超えられなかった者は全員不合格と基

準が明確に設定されている。免許の効力は、更新等の手続きを求めるものもあるが、

基本的には一度取得した免許は生涯にわたり有効である。 

資格試験の種類は、国家試験が１２００種類程度、民間の資格試験等も含めれば３

０００種類以上あると言われている。 

就職試験などでは、特定の資格保有を応募条件としている企業、職種がある。 

 例 海技免許、無線免許、自動車免許など 

② 検定試験 

数学検定や英語検定、その他の検定試験は、現在の知識レベル、技能レベルの評価

指標として用いられるもので、現在では当該検定で問われるレベルの実力があったと

いう第三者機関（検定実施機関）の証明がなされるだけで、将来にわたってその実力

を保証するものでもなければ、特別の免許が与えられるものでもない。 

 就職試験などでは、自分の能力、実力をアピールするために利用できる。業種によ

っては、例えば「ＴＯＥＩＣスコア４５０点以上であること」などを応募条件として

いる場合もある 

 例 数学検定、英語検定、漢字検定、ワープロ検定、ＴＯＥＩＣなど 

③ 競争試験 

競争試験は、多数の志願者の中から一定の人数を選抜するために行う試験である。

入学試験や採用試験に代表される。最低レベルは設定される場合もあるが、合格基準

はその時の受検者数等で相対的に変化し、絶対的なものではない。統計的手法によっ

て、合格基準の目安を推定、予測することは可能である。 

    例 入社試験、国家公務員採用試験など 
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（８） 英語の学習方法 

 大学生と高専生の就職後の能力比較で良く言われることが、高専生は「英語能力が低い」

ということである。その理由として「高専生は受験勉強をしていないからだ」ということ

もまことしやかにつぶやかれている。 

 社会のグローバル化の流れの中で、英語力（含むコミュニケーション能力）のニーズは

一層高まっているのが現実である。一つの目安として「高専卒業段階でＴＯＥＩＣスコア

４００点以上を目指す」ことが挙げられる。商船学科では、水先人試験の受験資格として

ＴＯＥＩＣスコア４５０点以上とか、外航船員に求められる基礎資質としてＴＯＥＩＣ５

００点以上などが具体的にいわれている。 

 それでは、英語についてどのような勉強をすれば良いのだろうか。「There is no royal 

road to learning（勉強に王道なし）」という言葉に代表されるように、地道にコツコツ勉

強するしかないのだろうか。 

 「英語圏では３歳の子供でも英語をペラペラしゃべる」ということは、毎日英語に接し

ていれば自然に身につくという意味の比喩としていわれていることである。英会話習得の

ためにはリスニング練習は必須であり、とにかく徹底的に聴くことが大切ともいわれてい

る。 

 英語の学習法については、山ほどのハウツー（How to）本も出ているが、まず単語数を

増やす（語彙力を高める：enrich your vocabulary）ことは不可欠である。普段の習慣と

して、「日本語の英語化」への心掛け、単語、専門用語は「英語」を重視して覚えるという

ことに心掛け、何でもかんでも遊び感覚で英語化するくらいの発想、実践ができれば、自

然にフレーズ、用法も身についてくるはずである。 

 「英語を学習するための心構え５か条」は以下のとおり。 

① 目標をきめること 

何かしようとすればモチベーションを高めることが大切であり、そのためには具体

的な目標を持つことが最適である。海外旅行をする、外航船員になる、留学するなど

対象は何でも良いので、勉強する理由と目標を明確にすることが鍵となる。 

② 無理のない範囲で毎日こまめに勉強する 

 「習うより、慣れろ」が大切で、１日１時間で週１日勉強するよりは、１日２０分

で週３日勉強する方が効果的といわれている。「三日坊主」にならないように「継続

は力なり」である。 

③ 英語は日本語とは違うという意識を持つ 

 「日本語を英訳する」よりも、「英語らしい表現を覚える」ことが大切で、使える

英語を学ぶためには、英語を徹底して聞く訓練を行うことが良いと言われている。日

本語を英訳した「変な英語」を使うのではなく、「英語らしい表現を覚える」ほうが

楽しくて、しかも実用的な学習法といえる。 

④ 辞書はできるだけ使うな 
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 英語辞書を使い、何回も辞書を引くことは悪いことではない。しかし、日常の簡単

な英語表現は「慣用表現」が多く、一語、一語辞書で意味を調べても、訳が成立せず

に、かえってわからなくなってしまうことが多い。単語の意味を追うよりもフレーズ

で英語を覚えた方が、結果として英会話習得の早道となる。テキストの日本語訳で意

味を大雑把に掴めれば充分である。実践的英会話習得のためには、「相手が何を言っ

ているか推測する力」を養うことも大切である。英会話初心者・初級者レベルではあ

まり辞書を使うことに固執せずに学習するほうが効果が現れやすいといえる。初期段

階を過ぎれば、辞書を有効活用することも大事である。 

⑤ 間違いを恐れるな 

    実践英会話での心構えとしては、間違いを恐れずどんどん話すことが上達の秘訣 

といわれている。言葉を間違えずに文法通り話すことは、ネイティブスピーカーで

も少数派である。間違えることは、まったく恥ずかしいことではなく、開き直る気

持ちを持つことが大切である。 
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（９） 数学の学習方法 

 小学校の時の算数はよくできた。中学校の数学もそんなに苦手ではなかった。ところが

高専の数学を習い始めるとまるっきりわからないという学生がいる。ノートはキチンと取

っている。問題集もそれなりにこなしている。何故だろうか。 

 数学は解法が重要なのかという問いかけに、数学ができる人は「数学の問題は応用問題

も含めて、基本問題の組み合わせに過ぎないから、その問題で扱われている原理、原則、

定義がわかっていれば、それなりに解ける」と説明する。九九くらいは暗記しなければ、

不便でしょうがないが、典型的な解法を除いて、解法はあまり暗記する必要はなく、むし

ろ基本的な考え方を知っているかどうかが重要である。 

 とはいっても、実際に数学の問題に接してみると、「演習」が如何に重要かがわかる。高

専生は受験勉強がないため、演習、ドリルにかける時間が少ないといわれる。教科書の例

題や演習問題など、いろいろな問題を解いてみることは実力を高める良い方法である。た

だ、数多くの問題集に当たるより、基本的な問題集一冊を徹底的に繰り返し勉強する方が

良いと言われている。 

 基本となる学習法は、例題や基本公式を確認後、演習問題を解いてみる。これの繰り返

しである。 

 問題を解く場合、心掛けて欲しいことは、「紙」と「鉛筆」である。数学の問題を解くの

にパソコンはあまりなじまない。実際に紙に書いて問題を解いてみる手間と勇気が必要で

ある。 

 わからない部分は質問することを恐れないことも大事である。「直感」とか「ひらめき」

という言葉があるが、教えてもらったことがきっかけで、それまでいくら考えても理解で

きなかった、わからなかった問題が解けるきっかけになることもある。 
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（１０）読書の習慣 

 読書時間はどのくらい？携帯電話やスマートフォン、インターネットやゲーム、友達と

のおしゃべりで「とても読書時間など確保できない」という学生もいるかも知れない。 

 読書をする主なメリットはいろいろ言われているが、いくつか挙げれば以下のとおりで

ある。 

① 想像力の向上 

② 疑似体験・感情移入 

③ 推理力の向上（先読みの力） 

④ 文章力、構成力の向上 

⑤ 表現力の向上 

⑥ 語彙が増える 

⑦ 集中力の養成 

⑧ 経験の補完 

⑨ 心の栄養（知識が増える） 

⑩ 脳のトレーニング（頭を使う） 

⑪ 手軽な情報インプットツール 

⑫ その時間が「たのしい」、「手軽な暇つぶしになる」 など 

 読書を習慣化するには、「１日に長時間読書する」よりも、「１日にどれだけこまめに本

を開くか」が大事である。毎日数分から１０分程度でも良いので、とにかく興味ある本を

継続して読んでみる。習慣化するためには最初は「意識して」行う必要がある。読書はあ

る面から見れば一種の「癖」であり、一般的に言えばそれは「良い癖」といえるので、そ

れを自分のものとすれば一つ自分の特技、財産が増えることになる。 

 まず、手軽にカバンに入り、場所を取らない、価格が安い文庫本や新書版などから読み

始めてみてはどうだろうか。 

 是非、読書の習慣を身につけて欲しいものである。 
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５ 情報システムの利用方法について知ろう！！ 

（１） 情報モラル 

 情報モラルとは、情報社会を形成し、それに参加し、かつ、それを健全に発展させてい

く上で、すべての人が身につけておくべき考え方や態度、あるいは必要とされる一般的な

行動規範である。 

情報が重要な価値を持ち、社会形成の中核を占める現代社会では、インターネットだけ

でなく、新聞やテレビ、ラジオなどの外部メディアから得た情報を、適切に入手し真偽を

見抜き、活用し、理解及び判断する能力である情報リテラシー（Information Literacy）

が重要となる。 

情報リテラシーとは、情報（Information） と識字（Literacy）の合成語で、情報を自

己の目的に活用することができる能力（情報活用能力）のことを意味している。 

近年のインターネット社会、情報化社会では、技術がめまぐるしく進化し、いろいろな

情報を個人レベルで容易に発信・複製・加工・編集・流通・共有できるため、悪意ばかり

でなく、無意識に加害者になり、または、間接的に被害者になるケースも多く出現し、個々

のプライバシーを中心とした権利が侵害される事件が社会問題に発展している。 

 情報社会の秩序を維持し、情報モラルの最低限を規制する考え方から派生した法律とし

て、「不正アクセス禁止法（不正アクセス行為の禁止等に関する法律）」、「著作権法」、「個

人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）」などがある。 

近年、飲食店のアルバイト定員らが悪ふざけでネット投稿する問題が相次ぎ、飲食店が

閉鎖、廃業に追い込まれる事例まで出るなど社会問題となった。また、近隣の大学では学

生が不適切な画像を投稿し、無期停学の処分を受ける事例も報告されている。 

本校でも過去に、掲示板で友達の誹謗中傷を行った事例や他人になりすましてメールを

送信した事例などがある。いずれも厚生補導委員会での判断は厳しいものとなり、退学を

含む重い処分となった。 

ネット上の軽率な投稿で、自分や他人を傷つけ、また、重い代償を払う可能性もあるた

め、本校情報処理センターでは、情報モラルの注意喚起と高揚を目的として「ｉ－ｍｏｒ

ａｌ」を発行している。 

平成２５年度に発行した「ｉ－ｍｏｒａｌ」を参考として次ページに示す。 
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（２） 校内ネットワークの利用方法 

 校内は「無線ＬＡＮ」が整備され、パソコン、タブレット端末、スマートフォンなどの

利用も可能となっている。 

 「無線ＬＡＮ」に接続してネットワークを利用するには、以下の手順が必要となる。 

① 情報処理教育センターで、ユーザ名を発行してもらい、パスワードを登録する 

② ネットワーク等を利用する場合、当該ユーザ名とパスワードが要求されるので、それ

を入力する 

③ スマートフォンなどの場合、接続が切れるたびに認証が要求される 

※Android、iPhone 等の場合、Smart Sign On FEREC というアプリが提供されている

ので、当該アプリの利用を推奨している 

また、商船学科・電子機械工学科・情報工学科ではマイクロソフト株式会社とプログラ

ム開発用ツールの教育目的の利用について MSDNアカデミックアライアンス契約を取り交わ

している。これにより、商船学科・電子機械工学科・情報工学科において受講する学生は

プログラム開発にかかわるマイクロソフト製品を無償で利用することができる。商船学

科・電子機械工学科・情報工学科・情報処理教育センターは最先端の教育環境を常に提供

しているので、 詳しく知りたい学生は、情報処理教育センターまで問い合わせること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

６ 学生生活で悩みごとができたら・・・ 

（１） 学生相談室とカウンセリング（相談の体制など） 

本校には、学生生活で生じるさまざまな問題について相談活動を行い、学生自身が問題

解決できるように適切な助言・援助を 行うため、「学生相談室」が設けられている。 

学生相談室が具体的に行う内容は以下のとおりである。 

① 学生の修学、進路上の相談に関する助言及び援助 

② 学生の精神衛生上の相談に関する助言及び援助 

③ その他学生相談に関する業務 

 学生相談室の構成は、以下のとおり。 

① 室長 

② 相談員（各学科から１名） 

③ カウンセラー（週１回の非常勤、臨床心理士） 

④ 補助相談員（本校保健室の看護師） 

 学生相談室の開設場所、開設時間は以下のとおり。 

■開設場所 図書館２階 

■開設時間 月曜～金曜日 ８時３０分～１７時００分 

 ■利用方法  

   直接、相談室に行く 

   保健室で予約する 

   カウンセラーにメールで予約する（Mail：counsellor@office.yuge.ac.jp） 

 ■学生相談室Ｑ＆Ａ 

Ｑ：相談室に一人では行きにくいのですが‥‥‥。 

Ａ：一人でなければいけないということはありません。グループでもＯＫです。 

Ｑ：相談した内容は外部に漏れませんか？ 

Ａ：個人のプライバシーを守ることは相談室の鉄則です。安心して相談して下さい。 

Ｑ：専門の相談員はいるのですか？ 

Ａ：非常勤の臨床心理士がいます。毎週水・木曜日の１２時から１７時まで相談室

に待機しています。また、相談の内容の必要に応じて相談室員を通じて外部の

相談機関、医療機関などを紹介することができます。 
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（２） 進路への悩み、進路変更など 

 修学上の悩みごとは、「学生相談室」で相談することも可能であるが、担任に相談するこ

とも大切である。 

 担任は、教務主事や学生主事、学科長等とも相談しながら、問題解決への糸口を見つけ

てくれる。 

 高専は、修業年限５年（商船学科については５年半）の一貫教育であるので、大学や専

門学校等の入試は基本的にない。そのため、大学入試に対応するためのカリキュラム構成

は取られていない。高専から別の高専への転学システムは整備されている高専もあるが、

一般的ではまだない。他高専にかわる方法は現時点では、各高専の入試を再チャレンジす

るか、時期を待って各高専で実施している編入学試験にチャレンジすることが多い。 

 転科（同一学校の学科をかわること）については、本校にも制度は整備されている（「弓

削商船高等専門学校転科に関する規則」参照）。転科の受入れ学年は、商船学科については

２年次までとし、電子機械工学科及び情報工学科については４年次までである。 

 高専や高校は、入学試験によって選抜されて入学が認められているので、基本的に「や

むを得ない事由」がない限り、他の高専や全日制課程の同一学年への転学は難しい。単位

制、通信制の高校については、比較的制約の少ないところもあるが、具体的には十分に担

任、保護者を交えて相談、協議となる。 

 修学上の悩みは一人で抱えないで積極的に相談してみると、あんがい簡単に問題解決の

ヒントにつながる可能性も高いので、担任を含め、それぞれの相談窓口を効率的、機能的

に活用すべきである。 
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（３） 「いじめ」、「ハラスメント（いやがらせ）」など 

 「いじめ」とは、学生に対して、一定の人的関係にある他の学生が行う心理的または物

理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該

行為の対象となった学生が心身の苦痛を感じているものをいう（「弓削商船高等専門学校い

じめ防止基本方針」参照）。 

 学生は「いじめ」を行ってはならない。「いじめ」は人間として絶対に許されないという

雰囲気を学校全体で醸成することが大切である。一方では、部活動や寮生活などの生活体

験を通じて社会性を育み、他人の気持ちを共感的に理解できる情操を養い、自分の存在と

他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う姿勢や努力も重要である。

また、インターンシップやボランティア活動などを通じて、自分の言動が相手や周りにど

のような影響を与えるかを判断して行動できる力を養っていくことも不可欠と考える。 

 「いじめ」は、いじめをする学生（加害者）といじめを受ける学生（被害者）という単

純な構図ばかりでなく、それをはやし立てたり面白がったりする「観衆的学生」や存在に

気づいていながら無関係を装う「傍観者的学生」も現実にいる。後者については、積極的

に「いじめ」を抑止する仲裁をしたり、担任等の誰かに早く知らせる勇気を持って欲しい。

「いじめ」の特効薬はなかなかないが、不幸にして「いじめ」があった場合は、「早期発見・

早期対応」が被害を軽くする良策であることをお互いに認識して、防止に努めたいもので

ある。 

最近、「ハラスメント」という言葉もよく使われている。嫌がらせや相手を不快にさせ

る言動等のことである。学生にとって「ハラスメント」が問題になるのは、そのために修

学上の環境が害されたり、修学上の不利益を受けることである。 

学校での「ハラスメント」は学生間ばかりでなく、教職員との関係でも生じる場合があ

る。 

本校が定めている「ハラスメント」の種類は、以下のとおりである。 

①セクシュアル・ハラスメント 

 相手を不快にさせる性的及び性差別的な言動をいうこと。  

②アカデミック・ハラスメント 

 教育上、研究上又は修学上の権力関係又は上下関係等を利用して行う嫌がらせや不

適切で不当な言動をいうこと。  

③ パワー・ハラスメント 

就労上の権力関係又は上下関係を利用して行う嫌がらせや不適切で不当な言動をい

うこと。  

④その他のハラスメント 

上に記載したものに準じる嫌がらせや不当な言動等をいうこと。  

 「ハラスメント」に対する苦情については、相談窓口として、学生主事や学生相談室長、

看護師、女性教員で指名された苦情相談員などが当たることとなっている。 
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７ その他、修学上の参考となれば・・・ 

（１） 携帯電話のこと 

 本校の学生は通学圏外の遠隔地出身者も多く、保護者との連絡用に携帯電話やスマート

フォン（以下「携帯電話等」という）を保有しているものも少なくない。また、休講や時

間割の変更など、学生に必要な情報伝達もホームページを通じて行われることが多いので、

担任や友人との情報交換（連絡網）も含めて、便利に、機能的に「携帯電話等」を活用で

きることは否定できない。ただ、授業や試験では必要ないので、「携帯電話等」の使用、持

ち込みを禁止している。 

授業中に「携帯電話等」の使用が見つかれば、その場で没収の上、保護者宛に郵送され

ることになる。また、使用していた学生は「指導連絡票」の対象となり、不要な注意処分

を受けることとなる。 

「携帯中毒」（携帯電話依存症：携帯電話が手元に無かったり、なんらかの理由（圏外に

なった、入浴中である、バッテリーが切れた、充電中であるなど）によって携帯電話が使

用できない状態になると精神的に不安定になったりパニックになったりするというもの）

やＬＩＮＥ等を含むＳＮＳ（Social Networking Service）上でのトラブルなど、「携帯電

話等」に関連する社会問題も少なくない。 

使用を否定するものではないが、Ｔ（時）・Ｐ（場所）・Ｏ（場合）を考えた、適切な使

用を期待したい。 
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（２） ５つの「Ｓ」のこと 

５つの「Ｓ」とは、以下のローマ字表記の頭文字のことを言う。 

① 整理（Seiri）：いらないものを捨てる 

② 整頓（Seiton）：決められた物を決められた場所に置き、いつでも取り出せる状態に

しておく 

③ 清掃（Seisou）：常に掃除をして、身の回りを清潔に保つ 

④ 清潔（Seiketsu）：整理・整頓・清掃を維持する 

⑤ 躾（Shitsuke）：決められたルール・手順を正しく守る習慣をつける 

 ５Ｓは、主に職場環境の維持・改善のためのスローガンとして用いられているが、教育

環境の維持・改善のスローガンとしても当てはめることができる。 

 ５Ｓの直接的な効果として、学生の美化意識の向上やモラルの向上などが挙げられる。

また、間接的な効果として、授業の効率化、教室の要整備部分の顕在化、教育環境の満足

度の向上などが挙げられる。 

５Ｓは、日本で生まれた概念であるが、諸外国にも波及し「ファイブ・エス (Five S)」

と呼ばれている。 
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（３） ４つの「ザイ」のこと 

 ビジネスの世界では、マン・マネージメントの分野の人に関する分類で、必ずと言って

良いほど４つの「ザイ」のことが出てくる。 

 そこで説明されている４つの「ザイ」とは、「材」、「罪」、「在」、「財」の漢字が当てられ、

頭に「人」をつけて以下のとおり分類されている。 

① 人材・・・実績はないけど成長が期待できる人。普通の人。 

② 人罪・・・実績もないし、成長も期待できない人。企業的にはお荷物。 

③ 人在・・・実績はあるけど、それ以上の成長が見込めない人。 

④ 人財・・・実績もあり、成長が期待できる人。企業的に欲しがられる人。 

 企業内における「ジンザイ」マトリックスの例を以下に示す。 

 

人材 

 

 

人財 

 

 

人罪 

 

 

人在 

 
    

 

 

 本校に入学してきた学生は、全員等しく「人材」である。これから修業年限という与え

られた期間を通して、本校の教育システムの中で育成し、磨きをかけ、本校の教育方針に

唱う「人財」として多くの学生が成長してくれることを期待している。 
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（４） モチベーションのこと 

モチベーション（Motivation）とは、人が一定の方向や目標に向かって行動し、それを

維持する働きを意味し、「動機づけ」・「やる気」とも言われている。 

成長期の学生は、モチベーションを持つと「３ヶ月」で変わると言われている。これは、

それほど学生の成長速度は目を見張るものがあるという比喩である。その原動力となるも

のが「モチベーション」である。 

「資格試験にチャレンジする」、「クラブ活動に頑張ってみる」など、その方向性は多種

多様であって良い。本気で頑張ってみると、１日１日は何の成果も見られないようである

が、３ヶ月程度の期間を比較してみると、「これが同じ学生か」と目を疑うばかりに成長し

ている。 

そのような中にある自分の立ち位置を忘れずに、日々努力して欲しい。 
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編集後記 
 

 初年次教育支援室が発足して、まる３年が過ぎようとしている。 

 試行錯誤で、支援の内容そのものもしっかり軌道にのっているわけではない。 

 そんな中で、本冊子の意見が出て、何とか年度内に形ばかりのものを作り上

げることができた。 

 内容については、今後バージョンを上げながら、よりよいものに充実させて

いくことになるが、とりあえず、ここに土台となるべき初版を完成できたこと

は一歩前進である。 

 年々、初年次教育の重要性を意識せざるを得ないし、その必要性を感じる。 

 これぞ修学支援サービスの決定版というものはなかなか見つからないが、年

数を重ねていくその経験と歴史の中に良い解答が見つかるかも知れない。 

 本冊子が初年次教育支援サービスの中でどのような役割を持つのか、未知数

のところもある。 

結果を恐れず前向きに取り組んでいく過程の中で生まれた本冊子を、これか

らどのように活用していくかも初年次教育支援室の活動の一つとして、成果に

つながるべく努力したい。 

最後に、学生諸君が、はやく本校の教育（高専教育）になじみ、意欲的に、

自ら進んで学修し、その成果を上げ、自分の夢に一歩でも近づいてくれること

を期待し、その支援の一助に本冊子がなれれば望外の幸せである。 

（執筆責任者 多田光男） 

 

改訂版について 

 初版は学内コピー製本だったが、高専機構の「企業技術者活用プログラム」

経費支援を受けて、改訂版では印刷製本を行うことができた。それに併せて、

各項目の修正や追加、メモ欄を設けるなど、必要な改訂を行っている。今後使

用、活用される学生諸君の意見等も参考に、一層より良いものにバージョンア

ップを図っていきたい。（執筆責任者） 

 

 

付記 

 

平成 26年 3月 20日 初版発行 

 平成 27年 3月 1日 改訂第 1版 
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